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 平成３１年４月１７日(水)午後２時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

■ 大阪府総合労働事務所が、４月１０日にまとめた府内の春季賃上げ要求・回答・妥結状況は 
以下のとおりです。【単純平均（１組合あたり平均）】 

■ また、本集計は、定期昇給及びベースアップ（またはこれらに相当する賃上げ額）の合計額を 
記載しています。 

 
◇ 要求・回答・妥結額の水準 

 

区 分 
平成３１年 

（第２報・４月１０日集計） 

平成３０年 

（第２報・４月１０日集計） 

要 求 
（６０９組合） 

１２，６８８円 

（６５０組合） 

１２，５７９円 

回 答 
（４２０組合） 

５，２３７円 

（４７３組合） 

５，３１４円 

 うち、妥結 
（２９０組合） 

     ５，７６９円 

（３０４組合） 

５，８５０円 

 
 
◇ 企業(従業員)規模別回答・妥結状況 

 

企業規模 

（従業員数） 

集計 

組合数 

回答額 

（円） 

 

うち、妥結 

集計組合数 妥結額（円） 

２９９人 

以下の 

内訳 

２９人以下 ５０ ５，６３４ ２９ ８，１４３ 

３０～９９人 ９８ ４，４０５ ５７ ５，０６５ 

１００～２９９人 １０４ ５，１５７ ７１ ５，３６４ 

２９９人以下 ２５２ ４，９５９ １５７ ５，７６９ 

３００～９９９人 ６６ ５，６１５ ４９ ５，８０２ 

１，０００人以上 １０２ ５，６７９ ８４ ５，７４８ 

 

連 絡 先 

大阪府総合労働事務所 

地域労政課 寺本・大原 

▽直 通 06-6946-2605 

【単純平均】 

◇ 要求額   １２，６８８円 

◇ 回答額    ５，２３７円 

◇ 妥結額    ５，７６９円 
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◇ 産業別要求・回答・妥結状況【単純平均】 

 

要求組合 要求額 回答組合 回答額 妥結組合 妥結額
(組合） (円） （組合） （円） （組合） （円）

609 12,688 420 5,237 290 5,769

364 11,244 273 5,690 206 5,858

24 7,624 20 x 18 3,754

34 8,401 25 x 24 5,536

1 x 1 x 1 x

6 6,688 2 x

4 9,421 1 x 1 x

48 10,769 39 6,211 31 6,355

1 x 1 x

1 x

3 9,267 1 x

18 38,132 15 9,201 15 9,201

39 8,795 36 5,331 25 5,421

20 7,450 12 5,043 6 5,568

55 9,699 39 5,408 28 5,499

79 11,280 63 5,830 46 6,029

1 x

14 14,879 9 5,467 6 6,150

1 x

13 8,940 8 5,625 4 4,772

3 10,367 1 x

245 14,835 147 4,396 84 5,550

6 12,345 2 x

2 x 12 6,523 8 6,043
うち、通信・放送 2 x
うち、情報サービス 1 x 1 x 1 x
うち、情報制作（出版等） 1 x 9 x 7 6,792

141 17,197 80 3,600 33 5,571
うち、私鉄・バス等 10 13,797 5 x 4 4,620
うち、道路貨物輸送 75 14,664 41 3,176 20 4,498
うち、郵便業

うち、その他 56 21,196 34 x 9 8,378

56 10,475 32 5,322 29 5,441

3 10,453 2 x 2 x
うち、金融・保険業 1 x 1 x 1 x
うち、不動産業 2 x 1 x 1 x
うち、物品賃貸業

7 9,831

4 9,444 4 5,176 4 5,176

3 x 3 4,297 3 4,297

10 17,358 7 3,748 1 x
うち、教育・学習支援業 3 18,333 2 x
うち、医療・福祉 7 16,940 5 x 1 x

13 13,549 5 x 4 5,812
うち、複合サービス事業 3 20,169 1 x 1 x
うち、自動車整備・機械修理 3 10,637
うち、賃貸・広告業 1 x 1 x 1 x
うち、その他 6 x 3 5,150 2 x

 また、秘匿した数字が差引計算により判明する場合は、さらに他の箇所を「x」で表示しています。

全産業計

複合サービス業、サービス業

※ 集計組合が１又は２の場合は、当該の個別情報を秘匿するために「x」で表示しています。

学術研究、専門・技術サービス業

飲食店、宿泊業

生活関連サービス業、娯楽業

医療、福祉、教育、学習支援業

情報通信業

運輸業 ・郵便業

卸売・小売業

金融・保険、不動産、物品賃貸業

電気・ガス・熱供給・水道業

金属製品

機械器具

電子部品・デバイス

電気機械器具

情報通信機械器具

輸送用機械器具

その他の製造

非製造業計

農林水産業

鉱業・採石・砂利

建設業

製造業計

要求状況 回答状況 妥結状況

非鉄金属

食料品・たばこ

繊維、衣服

木材、家具・装備品

パルプ・紙・紙加工品

印刷・同関連

化学

石油・石炭製品

プラスチック製品

ゴム、皮革製品

窯業・土石製品

鉄鋼
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【参考】 

 

◇ 賃上げ率が算出可能（平均賃金が明らか）な２４９組合における妥結状況 

                                               （単純平均） 

区 分 平均賃金 妥結額 賃上げ率 

妥 結 ２８１，２３０円 ５，５２６円 １．９６％ 

※本結果は、第２報時点で妥結済みの２９０組合を母数としています。 

 

 

◇ 妥結額が明らかな同一組合における対前年比較 
（単純平均・集計対象組合数：２４３組合） 

区 分 平成３１年 平成３０年 対前年比金額（率） 

妥 結 ５，９０９円 ６，０３３円 ▲１２４円（▲２．１％） 

※本結果は、第２報時点で妥結済みの２９０組合のうち、前年の妥結額も明らかな同一の２４３組合で 

比較したものです。なお、本結果の詳細分析については、詳細分析報告にて発表します。 

 

 

【年間一時金・夏季一時金の妥結状況】 
 

区 分 集計組合数 内 容 妥結額 

妥 結 
９７組合 年間一時金 １，２９０，５９９円 

１２５組合 夏季一時金 ６７３，０６０円 

※本結果は、春闘時に賃上げと併せて年間一時金又は夏季一時金の交渉を実施している組合 

において単純集計を行ったものです。なお、夏季一時金の調査（要求・回答・妥結）については 

６月１４日以降に順次、発表いたします。 

 

 

  【今後のホームページでの公表予定】 

    第３報：５月１６日（木曜日） 

    最終報：６月５日（水曜日） 

    詳細分析報告：６月１２日（水曜日） 
 

 

◆総合労働事務所 ホームページ 
  http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/chousa/list3505.html 
※右記のＱＲコードからもご覧いただけます。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/chousa/list3505.html

